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１ 放課後クラブ（放課後児童健全育成事業）とは 
放課後クラブは、保護者が労働等で昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後や土曜日、夏休み等の

長期休業期間に学校を利用して、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図るものです。託児施

設ではないため、一時的な預かり等は他のサービスをご利用ください。(９(７)参照) 

 

２ 育成目標 
児童の自主性を援助し、遊びや集団生活を通して社会性、創造性を養い、異年齢の児童とのふれあいを

高める。 

 

３ 活動内容 
（１） 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定を図る。 

（２） 児童の意欲や態度が健全に育まれるような生活の援助を行う。 

（３） 遊びや行事、安定した集団生活を通しての自主性、社会性、創造性の向上を図る。 

（４） 児童の活動状況の把握と、家庭への連絡・相談・懇談を行う。 

（５） 学校との連携、家庭や地域での児童環境づくりへの支援を行う。 

（６） その他、健全育成上必要な活動を行う。 

 

４ 実施場所 

ク ラ ブ 名 対象学区 実 施 場 所 連絡先 TEL/FAX 

大 府 放 課 後 ク ラ ブ 大府 大府小学校内クラブ室（新館１・２階） 44-1145 

大 東 放 課 後 ク ラ ブ 大東 大東小学校内クラブ専用室（体育館棟２階） 46-5711 

神 田 放 課 後 ク ラ ブ 神田 神田小学校内クラブ室（１階西側） 46-7765 

北 山 放 課 後 ク ラ ブ 北山 北山小学校内クラブ専用棟（運動場東側） 47-0692 

東 山 放 課 後 ク ラ ブ 東山 東山小学校内クラブ専用室（南館１階） 46-9335 

共和西放課後クラブ 共和西 
共和西小学校内クラブ専用棟本館（校内北側） 

クラブ専用室南館（南館１階） 

44-8624 

44-8639 

共 長 放 課 後 ク ラ ブ 共長 共長小学校内クラブ専用棟（運動場東側） 46-5561 

吉 田 放 課 後 ク ラ ブ 吉田 吉田小学校内クラブ室（北館１階西側） 46-5764 

石ヶ瀬放課後クラブ 石ヶ瀬 石ヶ瀬小学校内クラブ室（東館１・２階） 47-9220 

 ※ 大府放課後クラブ及び共和西放課後クラブの運営は、民間事業者が実施します。 

 

５ 開所日等 
（１） 開所日・時間 

開 所 日 開所時間 早朝育成（希望者のみ・要申込み） 

①登校日 下校後から午後７時 － 

②土曜日、代休日 午前８時から午後７時 － 

③長期休業期間 

月曜日から金曜日 
午前８時から午後７時 

午前７時30分から午前８時 

土曜日 － 

登校日 下校後から午後７時 － 

※ 開所日であっても下記（２）②、③に該当する場合は、閉所します。 

※ いずれも午後７時までに迎えを完了してください。困難な場合は、午後７時から午後８時の間で放課後

クラブ延長預かりサービスを実施しています。希望者は、学校教育課へ相談してください。 

（２） 閉所日 

  ① 日曜日、国民の祝日・休日、振替休日、12月29日から１月３日まで 

  ② 暴風、暴風雪、及び特別警報発表時 

  ③ 利用児童がいない日 
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６ 入退所 
（１） 入所条件 

以下の条件を全て満たす必要があります。 

① 大府市内在住で小学校に就学している児童（１～６年生）であること。（私立小学校等に就学してい

る児童は大府市立小学校の長期休業期間のみ利用可能） 

② 同世帯の保護者全員が下記（２）のいずれかに該当すること。 

③ 保護者が放課後クラブ入所に係る誓約書の内容に同意すること。 

（２） 入所基準 

内   容 入   所   基   準 証明書類 

労  働 

以下の条件をすべて満たす場合 

① 保護者が昼間（午前８時 30 分～午後７時）に４時間以上就

労している。（就労場所の居宅内外は問わない。） 

② ①の就労が日曜日を除く毎月12日以上（７月・夏休みのみ・

８月の期間において、１年生または２年生の児童が入所する

場合は、日曜日を除く毎月８日以上）である。 

③ 学校下校後において児童の育成にあたる者がいない。 

就労証明書 

※自営業や会社等の代表

者・業務委託を受けている

方・内職の方は、併せて

所定の証明書類が必要で

す。 

≪表１≫ 

病 気 等 
保護者の病気、負傷、心身に障がいがあることで、学校下校

後、児童の育成にあたる者がいない場合 
傷病等証明書 

就 学 

・ 

職 業 訓 練 

以下の条件をすべて満たす場合 

① 保護者が昼間（午前８時 30 分～午後７時）に４時間以上就

学または職業訓練を受けている。 

② ①の受講状況が、日曜日を除く毎月 12 日以上（７月・夏休

みのみ・８月の期間において、１年生または２年生の児童が

入所する場合は、日曜日を除く毎月８日以上）である。 

③ 学校下校後において児童の育成にあたる者がいない。 

① 在学（受講）証明書又は 

入学許可証 

② 在学（受講）期間・講義等

の時間や曜日が確認でき

る資料 

介 護 

児童の同居の親族に長期にわたる疾病または心身に障がいの

ある者がおり、保護者が常時介護（看護）に従事しているため、

学校下校後、児童の育成にあたる者がいない場合 

傷病等証明書 

災 害 

火災、風水害等により児童の居宅を失いまたは、破損した場合

に、その復旧のため、学校下校後、児童の育成にあたる者がい

ない場合 

り災証明書 

そ の 他 教育委員会が育成を必要と認める児童 
必要に応じて学校教育課が

求める書類 

※ 「保護者」とは、同世帯の父母及び65歳未満(令和８年４月１日現在)の祖父母のことをいう。 

※ 夜勤等により、入所基準を満たすかどうか不明な場合は、学校教育課へご相談ください。 

  ≪表１≫ 自営業や会社等の代表者・業務委託を受けている方・内職の添付書類 

（３） 入所期間 

① ４月１日～３月31日（年度更新） 

② 年度途中からの入所もできます。原則、入所日は毎月１日・16日のいずれかです。 

③ 年度途中の退所もできます。退所日は毎月15日・末日のいずれかです。 

④ 年度を通しての入所を原則（年度を通した育成のため）としますが、その都度入所と退所の手続を繰

り返すことにより、長期休業期間の月のみ利用することも可能です。 

⑤ 入所手続の詳細は、「10 入所決定までの流れと申込みスケジュール等」を参照してください。 

就業形態 添付書類 

自営業・会社等の代表者 
確定申告書（１表、２表）控えの写し（開業１年目は開業届の写し） 

もしくは源泉徴収票の写し 

業務委託・内職 
確定申告書（１表、２表）控えの写し及び契約書の写し 

（就労開始の初年度は契約書の写しのみ） 
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７ 費用 
（１） 育成手数料等 

① 利用月の翌月12日（土日祝の場合は翌営業日）に学校給食費等の引落口座から引き落とします。

（私立小学校に就学している等の特別な事情がある方のみ、申請があれば別口座からの引き落とし

可能） 

費用名目 単 位 金 額 該当する月・期間 

育成手数料 １月 

5,000円 ４月・５月・６月・９月・10月・11月・12月・１月・２月 

6,000円 ７月・３月 

7,000円 ８月 

早朝育成手数料 １期間 
500円 春休み（４月・３月）・冬休み（12月・１月） 

1,500円 夏休み（７月・８月） 

② 利用日数に関係なく一日でも在籍（申込み）があれば手数料が１月（１期間）分発生します。ただし

育成手数料においては、入所開始日が16日以降もしくは退所日が15日以前である場合、該当する

月の手数料を半額とします。 

③ 就学援助費受給世帯は、育成手数料及び早朝育成手数料は全額免除されます。 

④ 延長預かりサービスを利用される方は、延長利用申請書を提出してください。（年度更新） 

別途延長手数料：１月 10,000円 

 

８ 定員 
定員はありません。 

 

９ 入所を希望または検討されている保護者の方へ 
（１） 利用できる日について 

放課後クラブの趣旨に基づき、家庭での育成を第一とし、労働等で家庭での育成が困難な日数・時

間のみとしています。利用可能な日・時間は、事由証明書を基に確認します。（保護者のいずれかがお

休みの場合は利用できません。） 

また、事由証明書の記載内容について勤務先等に確認することがあります。 

（２） 送迎について 

保護者の迎えを原則とします。退勤時刻が早い保護者の方が迎えに来てください。（長期休業期間

等は、出勤時刻が遅い方の保護者が送って来てください。） 

保護者以外の迎えは事前に連絡してください。祖父母・中学生以上の兄姉、ファミリー・サポートの会

員も送迎可能です。 

（３） 学校の給食がない日について 

給食や弁当の提供はしません。学校の給食がない日（長期休業期間や土曜日等）は、昼食を持たせ

てください。なお、夏休み・春休み期間には、有料の弁当配達サービスを利用できます。 

（４） おやつについて 

おやつは、保護者が必要と思われる児童のみ食べ、保護者の用意・負担としています。 

おやつの時間は、午後５時から午後５時20分までです。 

（５） 学習について 

学習指導はしません。自主学習の時間に宿題等を自主的に学習することはできます。 

（６） 塾、習い事等の外出について 

次頁の「放課後クラブ外出に関するルール」に則り、育成時間中に塾等へ外出することが可能です。 
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放課後クラブ 外出に関するルール 

 

１ 保護者責任 
（１）外出する日の前日までに外出に関する同意書を提出する。提出がない場合は、外出を認めない。 

（２）児童一人で外出できることを前提とする。又、放課後クラブと外出先間における行き帰りの事故等は、

一切の責任を保護者が負う。不測の事態への放課後クラブの対応は、保護者、警察等への緊急連絡の

み行う。 

（３）通塾等に関する物品の管理は、一切の責任を保護者が負う。（詳細は、４留意事項等（３）） 

（４）外出する日は、送迎予定表の「外出」欄に〇を記入する。記載がない場合は、外出を認めない。 

（５）保護者は、毎日児童の送迎時や児童の荷物の受け渡し時等に放課後クラブから必要な連絡を受ける。 

２ 外出に関する同意書の提出で外出が可能な例 
（１）学習、技芸関連の塾等・スポーツ少年団・子ども会・こども（幸齢者）交流センターや公民館で

実施しているクラブや講座・おおぶカルチャー＆スポーツクラブ（放課後アクティビティ） 

（２）学校の教育活動（委員会活動等） 

３ 外出方法等 
（１）児童は、外出時に外出先を指導員に申し出る。申し出を受けた指導員は外出に関する同意書及び送

迎予定表を確認し、外出を許可する。指導員は、児童に外出に関する声かけや外出先への送迎等を

行わない。 

（２）児童は、外出に不要な荷物（学校の学習用具等）を放課後クラブに置いて外出する。外出終了後、

児童は放課後クラブへ帰所し、保護者の迎えを待つ。ただし、以下の（３）、（４）に該当する場合

は、この限りではない。 

（３）学校の教育活動等（長期休業期間）における外出は、以下の対応とすることができる。 

・来所前に学校に行き、活動終了後に児童だけで来所する。この場合は、保護者が児童の来所前に児

童の荷物（昼食等）を放課後クラブに届け、必要な連絡を受ける。 

（４）外出先の終了時刻と保護者の迎え時刻が重なる場合は、以下のうちいずれかの対応となる。 

・保護者が放課後クラブで児童の荷物を引き取り、必要な連絡を受ける。 

⇒保護者が児童を外出先に迎えに行く。 

・保護者が児童を外出先に迎えに行く。 

⇒保護者が放課後クラブで児童の荷物を引き取り、必要な連絡を受ける。 

４ 留意事項等 
（１）外出先に指導者等の責任者がいることが前提となる。又、通院のための外出は認めない。 

（２）児童の安全が保障されない場合（不審者情報・悪天候等）は、指導員が外出を許可しないことがあ

る。 

（３）児童の荷物の引き取りや児童の外出先への迎えは、保護者の勤務終了後、すみやかに行う。又、児

童の荷物の引き取りは、放課後クラブの閉所時刻の午後７時（延長預かりサービス利用者は、午後

８時）までに完了する。 

（４）学校に持ち込みが禁止されている物品は、通塾等に必要な物品であっても、学校に持ち込まない。

放課後クラブでは、通塾等に関する物品の預かり・管理を行わない。ただし、育成に支障が出ない

範囲で、児童が使用している荷物置き場（ロッカー等）にランドセル等の荷物と一緒に入る大きさ

の物品に限り、荷物置き場に置くことができる。翌日以降に使用する場合は、前日の迎え時に物品

を置くことができる。 

（５）外出の有無に関して、放課後クラブから保護者への電話連絡等の対応はしない。 

（６）保護者が放課後クラブ外出に関するルールを遵守しない場合、外出を許可しないことがある。 

（７）こども（幸齢者）交流センターへ外出する場合は、児童に何かあった際に確実に保護者へ連絡がつ

くよう、必ず事前に「こども（幸齢者）交流センター利用者カード」を利用するセンターへ提出し

ておくこと。               

R8.3 
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（７） 小学生の放課後や長期休業期間等における居場所等の紹介 

大府市には、放課後クラブ以外にも小学生が気軽に利用できる公共施設、また、保護者の出産等で

一時的に児童の育成が困難な場合等の子育て支援事業や民設民営の放課後児童クラブがあります。

下記にその一部を紹介します。児童の放課後や長期休業期間等の有意義な過ごし方として、子育て支

援関係事業をぜひ活用してください。 

①小学生だけで利用可能な公共施設の一部 

高学年の児童には、中学生に向けての準備段階のため、一人で留守番や友達と遊びに行く等、自

立した行動ができるように家庭でも児童への支援・はたらきかけが必要です。詳細は、各施設へお問い

合わせください。なお、利用の際は、各施設のルールを守って利用してください。 

施設名等 担当課(問合せ先) 備 考 

こども（幸齢者）交流セ

ンター 

こども若者支援課 

こどもニュージェネ係（45-6229） 
遊戯室や図書室を利用できます。 

公園 水緑公園課（45-6236） どなたでも遊ぶことができます。 

公民館・いきいきプラザ 生涯学習課（48-1007） 
ロビーや図書室を利用できます。ホール（大会

議室）が空いていれば、卓球に利用できます。 

おおぶ文化交流の杜 

（allobu） 

allobu(48-5155) 

文化交流課（45-6266） 
ロビーや図書館、学習室を利用できます。 

石ヶ瀬会館 

（ミューいしがせ） 

ミューいしがせ（48-0588） 

女性活躍推進室（85-3320） 
ロビーや図書コーナーを利用できます。 

多目的グラウンド スポーツ振興室（45-6233） 一般開放時間は利用できます。 

②子育て支援関係事業 

     詳細は、各担当課へお問い合わせください。 

事業・施設名等 実施場所 担当課(問合せ先) 概 要 

ファミリー・サポート ― 

こども 

ステーション 
(44-4541) 

地域で子育てを助け合う会員組織です。 

保護者の病気や用事の際、下校後等に児童をお

預かりします。学校等の送迎も可能です。 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 

乳児院 

児童養護施設 

こども家庭 

センター 

（57-0219） 

保護者の疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬

祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参

加により、家庭で児童を養育することが一時的に困

難になった場合に、乳児院・児童養護施設で一定

期間（原則７日間以内）児童をお預かりします。 

放課後等デイサービス 
市内外 

各事業所 

こども若者支援課 

こどもニュージェネ係 

（45-6229） 

支援を必要とする障がいのある児童に対して、学校

や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、

個々の児童の状況に応じた発達支援を行います。 

病児・病後児保育 病児保育室等 
幼児教育保育課 

(85-3895) 

急な病気の児童を労働等で保育ができない保護

者にかわってお預かりします。 

③民設民営の放課後児童健全育成事業 

大府市放課後クラブとは運営内容等が異なります。詳細は、各クラブへお問い合わせください。 

ク ラ ブ 名 対象学区 実施場所 連絡先 

大府学童保育所 どろんこクラブ 大府・大東 若草町二丁目79番地の４ ４８-３２４６ 

神田わんぱくクラブ 神田 神田町六丁目195番地 ４８-７３２４ 

ネットワーク大府 キッズクラブ 石ヶ瀬 森岡町一丁目30番地 ４４-１９７７ 
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10 入所決定までの流れと申込みスケジュール等 
入所開始希望月や各家庭の状況に応じてスケジュールが異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 入所決定までの流れと申込みスケジュール等 

① ４月から入所を希望する場合（３月・春休みのみ入所したい場合も含む） 

日程  流れ 

９月１日頃  広報おおぶ・市ウェブサイトで書類等の情報公開 

  ⇓  ⇓ 
９月17日（水） 

～24日（水） 

 書類配布 

市ウェブサイトからダウンロードまたは以下の窓口へ 

 

オンライン申込み 

９月17日（水）～10月22日（水） 

市ウェブサイトから必要書類をダウンロードし

て準備、同サイトのリンクからマイナポータル

へ 

※マイナンバーカードは不要 

◉ 左 記 期 間 に入 所

中の児童がいる方 
… 

入所中の放課後クラブ 

（午後４時～６時半・土曜日を除く） 

◉上 記 以 外 の 方 … 学校教育課※1 

  ⇓  

10月15日（水） 

～22日（水） 

 窓口申込み  

◉ 左 記 期 間 に入 所

中の児童がいる方 … 
入所中の放課後クラブ 

（午後４時～６時半・土曜日を除く） 

◉上 記 以 外 の 方 … 学校教育課※1 

  ⇓  ⇓ 
  書 類 審 査 

  ⇓  ⇓  ⇓ 
  初めて入所する方 

＜入所区分⑤＞ 

 入所中の児童がいる方 

＜入所区分①②＞ 

 左記のいずれにも該当しない方 

(長期休業期間のみ入所したい方) 

＜入所区分③④＞ 

令和８年 

１月28日（水） 

～２月６日（金） 

 入所説明会 

１月27日（火） 

または31日（土） 

※詳細はp.9参照 

※終了後に審査結果 

受け取り 

 審査結果受け取り 

放課後クラブにて受け取り 

(午後４時～６時半・土曜日を除く) 

 審査結果受け取り 

郵送にて通知 

※１月30日（金）までに届かない場

合は学校教育課へ連絡してくだ

さい。 

※書類不備等の場合は、再提出

のご案内が届きます。 

  入所決定通知書 

受け取り 
書類不備あり  

入所決定通知書 

受け取り 
書類不備あり  

入所決定通知書 

受け取り 
書類不備あり 

          

１月28日（水） 

～２月20日（金） 

 
    

書類再提出 

入所決定通知書受け取り 
 

       

入所1週間前 

～前日 

 荷物等を放課後クラブへ持参 

  ⇓ 

３月または４月 
 

入 所 開 始 

  ※1 学校教育課受付時間（午前９時～午後５時・水曜日は午後７時半最終受付） 

《注意事項》 

以下に該当する場合は希望どおりの月に入所できません。（入所申込みは自動的に取消） 

●提出期限に間に合わなかった場合 

●期間内に審査結果及び入所決定通知書を受け取らなかった場合 

※ 提出書類に不備や不足がある場合は審査できませんので、ご注意ください。 

●育成手数料および早朝育成手数料の納入が滞っている場合 

令和８年４月の 

入所受付は 

終了しました 
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② ７月・夏休みのみ・８月に入所を希望する場合(４月以降継続して入所している児童は申込み不要) 
日程  流れ 

４月１日頃  広報おおぶ・市ウェブサイトで書類等の情報公開 

  ⇓  ⇓ 
４月８日（水） 

～14日（火） 

 書類配配布 

市ウェブサイトからダウンロードまたは以下の窓口へ 

 

オンライン申込み 

４月８日（水）～５月７日（木） 

市ウェブサイトから必要書類をダウンロード

して準備、同サイトのリンクからマイナポータ

ルへ 

※通年で入所中の児童の兄姉分もオンラ

イン申込み可能（事由証明書不要） 

※マイナンバーカードは不要 

◉ 左 記 期 間 に入 所

中の児童がいる方 
… 

入所中の放課後クラブ 

（午後４時～６時半・土曜日を除く） 

◉上 記 以 外 の 方 … 学校教育課※1 

  ⇓  

４月22日（水） 

～５月７日（木） 

 窓口申込み 

学校教育課※1 

※通年で入所中の児童の兄姉分はその場で入所決定通

知書受け取り 

 

  ⇓  ⇓ 
  書 類 審 査 

  ⇓  ⇓ 
  初めて入所する方 

＜入所区分⑤＞ 

 初めて入所する方以外 

(通年で入所中の児童がおりオンライン申込みされた方を含む) 

＜入所区分②～④＞ 

６月２日（火） 

～10日（水） 

 入所説明会 

６月2日（火） 
 
※詳細はp.９参照 

※終了後に審査結果受け取り 

 審査結果受け取り 

郵送にて通知 

※６月５日（金）までに届かない場合は学校教育課へ連絡

してください。 

※書類不備等の場合は、再提出のご案内が届きます。 

  
入所決定通知書受け取り 書類不備あり  書類不備あり 入所決定通知書受け取り 

   ⇓  ⇓  

６月３日（火） 

～19日（金） 

 
 書類再提出・入所決定通知書受け取り  

   ⇓  ⇓  

入所1週間前～前日 
 

荷物等を放課後クラブへ持参 

  ⇓ 

７月または８月 
 

入 所 開 始 

  ※1 学校教育課受付時間（午前９時～午後５時・水曜日は午後７時半最終受付） 
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③ 上記①②以外、年度の途中から入所を希望する場合 

日程  流れ 

随時 

 書類配布 

市ウェブサイトからダウンロードまたは学校教育課※1にて受け取り 

※入所している児童がいる場合は放課後クラブでも受け取り可能。 

  ⇓ 

入所希望月の前々月１日 

～前月20日まで※２ 

 窓口申込み・書類審査・審査結果受け取り・入所説明※３ 

必要書類を全て揃えて学校教育課※1へ 

※オンライン申込みはできません。 

※その場で審査および結果通知します。時間がかかるため、時間に余裕をもってお越しください。 

※一旦退所し再度入所する場合、退所届提出後から申込み可能。 

 

入所決定通知書受け取り 

書類不備あり 

 ⇓ 
 

書類再提出・入所決定通知書受け取り 

  ⇓ ⇓ 

入所1週間前～前日 
 

荷物等を放課後クラブへ持参 

  ⇓ 

翌月 
 

入 所 開 始 

  ※１ 学校教育課受付時間（午前９時～午後５時・水曜日は午後７時半最終受付） 

※２ 受付期限が閉庁日の場合は、前開庁日が期限となります。 

※３ 入所説明は初めて入所される方のみ対象 

 

※冬休み（12月・１月）の入所を希望する場合は、上記①の窓口申込み期間に同時に申込むことができます。（

ただし、受付場所は学校教育課のみ、申込み時に即日審査します。） 

（２） 現在就職活動中や休職中で（１）①及び②に該当する場合 

基本的なスケジュールは（１）①及び②の通りですが、就労先または復職日が決定後次第、学校教育課

にて開庁時間内に申込みを受け付けます。 

※初めて放課後クラブへ入所される場合は、必ず入所説明会へ参加してください。 

（３） 大府市へ転入する場合 

大府市内へ住民票異動後から申込み可能です。その後の手続は上記（１）③のとおりとなります。 

住民票異動後では手続が間に合わない場合は、早めに学校教育課へご相談ください。 
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（４） 入所説明会 

① 対象 

（１）①及び②で初めて放課後クラブへ入所する児童の保護者（兄姉の入所の際に入所説明会へ出席

した経験がある場合でも、最終入所から５年以上が経過している場合は、再度の出席をお願いします。） 

② 日程 

ａ．４月から入所を希望する方（３月・春休みのみ入所したい場合も含む） 

いずれか都合の良い日程で必ず参加してください。 

日 付 対 象 受 付 説明会 場 所 

１月27日（火） 全学区 18:00～18:20 18:30～1時間程度 

大府市役所 

地下多目的ホール １月31日（土） 
大府・大東・神田・東山・共長 12:30～12:50 13:00～1時間程度 

北山・共和西・吉田・石ヶ瀬 15:00～15:20 15:30～1時間程度 

ｂ．７月・夏休みのみ・８月に入所を希望する方 

 日 付 対 象 受 付 説明会 場 所 

６月２日（火） 全学区 18:00～18:20 18:30～1時間程度 
大府市役所 

地下多目的ホール 

③ 注意事項 

ａ．受付は時間厳守です。遅刻された方は受付できません。 

ｂ．オンライン申込みの方は、必ず【送迎予定表】および【事由証明書（就労証明書等】の原本をご持参

ください（放課後クラブで指導員記入欄に追記や確認をするため）。 

ｃ．説明会終了後、審査結果をお伝えします。審査に合格した方にはその場で入所決定通知書をお渡

しします。（入所決定通知書が手元に渡ったら入所手続は完了です） 

ｄ．審査結果の説明・確認にお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。 

ｅ．就職活動中や休職中の方は申込みの済・未済にかかわらず、必ず入所説明会へ参加してください。

未済の方は後日書類が全て整い次第学校教育課にて申込みをしてください。 

 

11 申込みに必要な書類 
   必要書類および注意事項は以下のとおりです。兄弟姉妹で入所希望の場合は、④事由証明書を除き、入

所児童１人につき各書類を提出してください。不備や不足がある場合は審査できません。 

 必要書類 書面申込みの場合 オンライン申込みの場合 

① 
入所受付票 

【必須】 

３月・春休みのみ・

４月から入所希望の

場合は、年度ごとに

提出が必要。 

12月・冬休みのみ・

１月分を同時に申し

込む場合も、別に提

出が必要。 

市ウェブサイトからそれ

ぞれＡ４サイズの用紙で

出力、または学校教育課

にて受け取り。 

消えないボールペンで記

入。 

①、②は申請画面で入力

するため事前作成不要 

② 
入所申込書 

【必須】 

③ 
送迎予定表 

【必須】 

p.12の記入例参考 ③～⑥はスマートフォン
で書類を撮影（影が映り
こまないように十分注意
し、真っ直ぐ撮影するこ
と）（④はExcelやPDFファ
イルでも可） 
→申請時にファイルを添
付 
※不鮮明と判断された場
合は審査不可 

※入所までに【送迎予定
表】および【事由証明
書】の原本の提出が必
要（放課後クラブで指
導員記入欄に追記や確
認をするため）。 

④ 

事由証明書 

（就労証明書等） 

【必須】 

下記参照 

⑤ 
早朝育成利用申込書 

【必要な場合のみ】 

p.13の記入例参照 

対象期間ごとに申込

みが必要 

⑥ 
外出に関する同意書 

【必要な場合のみ】 

外出に関するルール

を熟読のこと。 

習い事等が決まって

から提出 
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   ④「事由証明書（就労証明書等）」について 

ａ．同世帯の保護者（父母及び65歳未満（令和８年４月１日現在）の祖父母）全員分が必要です。 

ｂ．「６ 入退所（２） 入所基準」の内容により必要となる証明書類を提出してください。ただし、入所後、一 

旦退所し同年度内で再度入所申込みをする場合（ｐ.11＜表2＞で「A」に該当）は、事由に変更がない保

護者分に限り、再度の入所申込み時に事由証明書に代えて放課後クラブ入所申込みに係る確認及び

誓約書での提出が可能です。 

※事由の変更とは、転職・復職・休職・異動・契約変更・派遣先の変更等を指します。（現時点で確定し

ている変更予定も含む） 

※年度を跨いで入所申込みをする場合は、必ず事由証明書を提出してください。 

ｃ．兄弟姉妹で入所希望の場合は、入所児童１人（弟又は妹）に添付していただければ結構です。 

ｄ．申込み時に兄弟姉妹が通年で継続して放課後クラブに在籍中の場合は、提出の必要はありません。 

※ただし、年度が切り変わるため、４月入所の申込みの際は必ず提出してください。 

ｅ．就労証明書は、勤務先で証明を受けてください。 

ｆ．就労証明書における入所開始希望月ごとの実績証明が必要な就労月は以下の通りです。 

ｇ. 見込みではなく実績を証明してください。 

 

入所開始希望月 実績証明が必要な就労月 入所開始希望月 実績証明が必要な就労月 

３、４月 
６月、７月、８月 

（７月、８月、９月でも可） 
11月 ６月、７月、８月 

５月 12月、１月、２月 12月 
７月、８月、９月 

（６月、７月、８月でも可） 

６、７、８月 １月、２月、３月 １月 
８月、９月、10月 

（６月、７月、８月でも可） 

９月 ４月、５月、６月 ２月 ９月、10月、11月 

10月 ５月、６月、７月  

  

ｈ．新規就労（転職）、契約変更、復職、異動（就業先や就労状況の変更が伴う）の場合は、就労開始や契

約変更、復職、異動する月から３か月分の実績又は見込みの記入を依頼してください。 

ｉ．本来就労者が勤務すべきところ、事業主都合（臨時休業等）により契約内容よりも就労日数が少なくなる

月がある場合は、就労状況が元に戻る月から３か月分の実績又は見込みを記入し、備考欄に就労が少

なくなっている理由とその期間を記入してもらうよう依頼してください。 

ｊ．所定の時間を超えて働く（早出・残業等）など時間外労働の可能性がある場合や、休日出勤の可能性が

ある場合は、その旨を備考欄に記入してもらうよう依頼してください。 
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＜表2＞ 

 
 

 

 

12 問い合わせ先 
   大府市教育委員会 学校教育課 放課後係 

〒474-8701 大府市中央町五丁目70番地 

TEL ０５６２－４６－３３３１ 
 
 
 
 
  

※入所開始希望年度…同一児童について複数の入所申込みを同時に行う場合は、それぞれの申込みについて確認が必要
「A」－前頁④ｂを参照
「B」－事由証明書必須
「C」－事由証明書不要（4月入所申込みを除く）

★

過去に入所
経験あり

現時点での
最終入所年度

入所開始
希望年度※

R7年度（R7年4月～R8年3月）

入
所
希
望
児
童
に
つ
い
て

現在入所中

今後も継続して入所を希望

退所届を提出済みで再度入所を希望

R6年度以前

R8年度（R8年4月～R9年3月）

R7年度

入所経験なし 入所開始
希望年度※

R8年度
(R8年4月～R9年3月)

R7年度
(R7年4月～R8年3月)

入所希望児童の
兄弟姉妹に
ついて

兄弟姉妹がいない、または入所経験なし

通年で入所中

過去に入所経験あり
（通年以外で入所中

も含む）

兄弟姉妹の
現時点での
最終入所年度

R7年度以前

R8年度

兄弟姉妹がいない、または入所経験なし

通年で入所中

過去に入所経験あり
（通年以外で入所中

も含む）

兄弟姉妹の
現時点での最
終入所年度

R6年度以前

R7年度

入所希望児童の
兄弟姉妹に
ついて

R8年度（R8年4月～R9年3月）

入所開始
希望年度※

R7年度（R7年4月～R8年3月）

R8年度（R8年4月～R9年3月）

下部★へ移動

次ページ以降に必要書類の記入例があります。 

書類を記入の際には必ず確認をお願いします。 
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送 迎 予 定 表 

 

日 曜日 学校行事 出欠席および送迎時刻 延長 
 

お迎者 
 
外出 

指 導 員 記 入 欄 
外出 

おやつ 予備水 
連絡 
事項  

出 帰 

1 水 春休み 欠 ・ 出〔 8：00 ～ 17：00 〕  母・父・（祖母 ） ○      

2 木 春休み 欠 ・ 出〔 7：40 ～ 18：00 〕  母・父・（    ）       

3 金 春休み 欠 ・ 出〔８：00 ～ 17：00 〕  母・父・（    ） ○      

4 土 春休み 欠 ・ 出〔               〕  母・父・（    ）       

5 日 春休み 欠 ・ 出〔               〕  母・父・（    ）       

6 月 春休み 欠 ・ 出〔 7：40 ～ 18：00 〕  母・父・（    ）       

7 火 春休み 欠 ・ 出〔 7：40 ～ 18：00 〕  母・父・（    ）       

8 水 入学式 欠 ・ 出〔               〕  母・父・（    ）       

9 木 始業式 欠 ・ 出〔    17：00     〕  母・父・（    ）       

10 金  欠 ・ 出〔    19：30     〕 ○ 母・父・（祖母 ） ○      

11 土  欠 ・ 出〔８：00 ～ 17：00 〕  母・父・（    ）       

12 日  欠 ・ 出〔               〕  母・父・（    ）       

13 月  欠 ・ 出〔    17：00     〕  母・父・（祖母 ）       

＜注意事項＞ 

・利用日や送迎予定が未確定の場合であっても下記＜記入方法＞に沿って必ず記入（審査に必要なため） 

・お迎え（送り）の目安時刻 

⇒就労証明書の勤務終了（開始）時刻から、市内勤務は最大1時間、市外勤務は最大1時間30分まで 

・保護者（父・母・同世帯の祖父母）がどなたも不在の最短時間、最少日数のみ利用可能 

＜記入方法＞ 

・入所開始希望日から最低半月分をボールペンで記入 （「学校教育課記入欄」「指導員記入欄」は記入不可） 

・毎回お迎え時刻やお迎者が同じでも「↓」「〃」は使用せず、一日ずつ全て記入 

（出欠席や送迎時刻を正確に把握するため。不明瞭な記載等は児童の育成に支障が出るため丁寧に記入） 

・下記①～⑤に沿って記入 

①学校行事 

【4月の学校行事について】 

申込み時期にはまだ確定していないが、審査に必要なため、4月8日を入学式、翌平日を始業式と仮定して記入 

審査結果受け取り時には新年度の行事が確定しているので、必要に応じて予定を変更 

【5月以降の学校行事について】 

4月のPTA総会で配布される年間行事予定表もしくは毎月学校から配布される予定表を確認して記入 

②出欠席および送迎時刻 

【出欠の記入】 

欠席→「欠」を○で囲む  出席→「出」を○で囲み〔 〕内に送迎時刻を24時間表記で記入 

【送迎時刻の記入】 

長期休業期間、土曜日、代休日等→送り時刻と迎え時刻を記入（例 8：00～18：00） 

学校登校日→お迎え時刻のみ記入（例 18：00） 

【シフト勤務や不規則勤務等で利用予定が不確定の場合】 

利用する可能性がある日は全て出席とし、送迎時刻は一番勤務することが多いシフトをもとに記入し、 

上部の「□シフト等が決まり次第、送迎予定を変更します」の□へチェックを記入 

シフトが決まり次第放課後クラブにて予定を変更 

③延長 

お迎え時刻が19時を超える場合は、必ず延長預かりサービスを申し込み、利用する日に○をつける 

残業時のみ利用する等、利用する日が明確でない場合は、利用の可能性がある日全てに○をつける 

当日午前中であればキャンセル可能（利用方法は、必ず該当の利用案内を確認） 

④お迎者 

その日にお迎えに来られる可能性がある方全員を○で囲むまたは記入 

送迎つきの習い事等の職員が迎えに来る場合は、（ ）内に習い事名等の名称を記入 

⑤外出 

放課後クラブから習い事等に外出する場合は「放課後クラブ 外出に関する同意書」を提出し、外出日に○をつける 

必ず同意書に記載の「外出に関するルール」を遵守する 

外出先へ保護者が児童を迎えに行く場合、②の迎え時刻は保護者が放課後クラブへ荷物を取りに来る時刻を記入

 ４ 月 

該当がある場合は□へチェック 放課後クラブ名 学年 名 前 

 シフト等が決まり次第、送迎予定を変更します 

 弟妹の保育園への送迎が必要です 
○○ 放課後クラブ １ 年 大府 一郎 

記入例 

2 3 
入所開始月を記入 

記

入

し

な

い 
 

1 4 5 

長期休業中に８時より前から利用する場合 
別途早朝利用の申込みが必要 
※ 利用の可否は学校教育課で判断 

上記の学校
行事は｢例｣ 

お迎えが19時を超える場合 
別途延長預かりサービスの申込みが必要 



13 

 

第６号様式（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

放課後クラブ早朝育成利用申込書   

大府市教育委員会 殿 

 

                        保護者 住  所 大府市 中央町 123-456  
 

アパート名等              号 
 

                    氏  名
フ リ ガ ナ

 大府
オ オ ブ

 太郎
タ ロ ウ

         

 

                     電話番号（0562 ）○○ － ○○○○  

 

 

下記のとおり大府市放課後クラブの早朝育成の利用を申し込みます。  

 

記 

 

対 象 期 間※１ 

及 び 利 用 月 

☑１．春 季 期 間 →［ ☑３月  ☑４月 ］ 

☐２．夏 季 期 間 →［ ☐７月  ☐８月 ］ 

☐３．冬 季 期 間 →［ ☐12月 ☐１月 ］ 

放 課 後ク ラブ 名 
 

(入所(予定)している放課後ク

ラブに○を付けてください) 

大府・大東・神田・北山・東山・共和西・共長・吉田・石ヶ瀬 

対 象 児 童 

学 年 
(早朝利用を開始する学年) 

氏    名 生年月日 

   ３ 年 

フリガナ  オオブ  サクラ 

平成○○年 ○月○○日 
大府 さくら 

備 考 

 

 

 

記入例 

《期間毎の申込み》 
いずれか対象の期間を1つだけチェック 

※全ての期間にチェックがある場合で

も、受付対象期間以外の早朝育成は

受付不可 

再度該当の受付期間内に申込みが

必要 

書類提出日を記入 

必ず左で選択した対象期間の利用月をチェック 

チェックがない月は利用不可 

新１年生の春季期間は４月のみの利用 

・実施は長期休業期間の平日7:30～8:00 
・期限までに提出がない場合は該当期間の早朝育成の利用不可 

・受付期間内に申込書を提出した時点で利用が確定し、手数料が発生 

・不要な場合は記入しない 

≪春季期間の申込みについて≫ 
現在放課後クラブに入所中の方 

4月入所の申込期間に同時に受付（必ず3月及び4月にレ点し、提出） 

新2～6年生で長期休業期間のみ入所したい方 

事務手続上、早朝育成利用申込書が2枚手元に渡る場合があるが、提出は1枚のみ 

新２～６年生が春季期間の３月・４月に利用する場合

は、早朝利用を開始する３月時点の学年を記入 


